
足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、エアコンの購入にあたり「東京ゼロエミポイント」を活用した足立区民に対し、

予算の範囲内でエアコンの購入及び設置に要する費用の一部又は全額を補助することにより、気候

変動適応対策の推進に寄与することを目的とする。 

（補助対象機器） 

第２条 足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金（以下「本補助金」という。）の交付対象と

なる機器は、東京都が実施する、家庭のゼロエミッション行動推進事業「東京ゼロエミポイント」

（以下「東京ゼロエミポイント」という。）を活用して購入した機器とする。 

（補助金の交付対象） 

第３条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

ただし、足立区長（以下「区長」という。）が認めた場合は、この限りでない。 

（１） 足立区内に住民登録がある個人であること。 

（２） エアコンを購入した日から１２か月を経過していないこと。 

（３） エアコンの購入にあたり、東京ゼロエミポイントを活用していること。 

（４） 区内の自らが居住する住宅（住民登録地と同一であるものに限る。）に、足立区内の店舗

において購入した新品のエアコンを設置していること。 

（５） 住民登録上、次のいずれかに該当する世帯に属していること。ただし、生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）による被保護世帯（「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に

ついて」（昭和２９年社発第３８２号）により同法に基づく保護と同等の措置を受けている外国

人を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けている者を

除く。 

ア 本補助金の申請を行う年度（申請時点において、当該年度の非課税証明書が発行されていな

い場合にあっては、当該年度の前年度）において住民税が非課税又は住民税均等割のみの課税

をされている世帯であること。この場合において、世帯分離により非課税又は住民税均等割の

みの課税となっている場合は、生活の実態が独立していなければならないものとする。 

イ 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３条第１項に規定する児童及び同法第４条に

規定する児童扶養手当の支給要件を満たし、申請時において現に児童扶養手当を受給している

者を含む世帯（以下「ひとり親家庭等」という。）であること。ただし、児童扶養手当を受給して

いる者以外に住民税が課税されている世帯員がいる場合はこの限りでない。 

（６） 申請者、申請者と同一世帯に属する者又は同一の建物（集合住宅にあっては、各住戸）に

居住する者が、同一年度内及び過去５年以内（前回本補助金の交付決定を受けた日が属する年度

の翌年度４月１日から５年以内をいう。）において、本補助金の交付決定の対象となっていない

こと。 

（７） 当該エアコンの購入費について、他に区の補助金に係る交付決定を受けていないこと。 

（８） 補助対象者に本補助金の申請を行う年度の前年度において住民税の滞納がないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 本補助金の対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、東京ゼロエミポイントの活用に

より値引きされた後のエアコン本体の購入及び設置工事に要した費用（販売店の延長保証料を除

く。）とする。ただし、エアコンを複数台同時に購入した場合は、金額が一番高いエアコン１台分

の当該費用を補助対象経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。） 



が自ら設置工事を行った場合は、当該設置工事に要した費用は補助対象経費としないこととする。 

（補助金の交付額） 

第５条 本補助金の額は、申請に係る補助対象経費から１，０００円未満の額を切り捨てたものとす

る。ただし、本補助金の額の上限は、１０万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請者は、当該エアコンの購入後、気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付申請書（第

１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（１） エアコンを購入した際の領収書の写し（申請者が次条第４項の規定により本補助金の受領

権限に係る委任を希望する場合にあっては、自己負担分の領収書の写し）及び当該エアコンの購

入に係る費用の内訳が分かる書面 

（２） 当該エアコンを設置したことが分かる書類（設置後のカラー写真、メーカーが発行した保

証書等） 

（３） ひとり親家庭等で児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し 

（４） 申請者又は同一世帯に属する者が、本補助金の申請を行う前年度１月１日における住民登

録地が足立区以外の場合は、本補助金の申請を行う前年度に賦課決定された当該住民登録地の住

民税納税証明書又は非課税証明書 

（５） その他、区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、本補助金の交付を受けようとする者は、電子情報処理組織（区の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と当該者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して本補助金の申請を行うことができる。この場

合において、前項各号に掲げる書類の提出については、当該書類の写真データ等の添付に代えるこ

とができるものとする。 

３ 前２項の規定による本補助金の交付申請の受付については、区長が定める期間に行うものとする。 

４ 前項の受付については、先着順とし、区の予算の額に達したときをもって、受付を終了すること

とする。 

５ 前項の受付終了日に複数の交付申請書が提出された場合で、当該申請者のいずれかに対し補助を

行うと予算の額に達するときは、当該申請者で抽選を行い、順位をつけた上、当該順位が上位の者

から申請の内容を審査し、予算の範囲内で交付決定を行うものとする。 

（補助金の交付決定及び不交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、第３条に規定する基準

に適合すると認めたときは、予算の範囲内で本補助金の交付を決定するとともに、気候変動適応対

策エアコン購入費補助金交付決定通知書（第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 区長は、申請者について第３条に規定する基準に適合しないと認めたとき又は予算の範囲を超え

るときは、本補助金の不交付を決定し、気候変動適応対策エアコン購入費補助金不交付決定通知書

（第３号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による交付決定を受けた者（以下「本補助金交付決定者」という。）は、気候変動

適応対策エアコン購入費補助金交付請求書兼口座振替依頼書（第４号様式）を区長に提出するもの

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、当該補助金交付決定者から本補助金の受領権限に係る委任を受けた者

は、気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付請求書兼口座振替依頼書を提出することにより、

本補助金を受領することができる。この場合において、当該委任を受けた者は、当該補助金交付決

定者から委任を受けた旨を明らかにした委任状を提出するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 区長は、前条第３項又は第４項の規定により気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付請



求書兼口座振替依頼書が提出された場合は、速やかに本補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９条 区長は、本補助金交付決定者が次のいずれかに該当すると認める場合は、本補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽の申請その他の不正な手段により、本補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） 本補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。 

（３） ひとり親家庭等に属する者である場合において、その者に係る児童扶養手当について、交

付申請書の提出時以前に遡って全部支給停止又は資格喪失となったとき。 

（４） 東京ゼロエミポイント利用後、遡って当該事業の対象とならなかったとき。 

（５） 誓約書に反する行為があったとき。 

（６） その他、この要綱の規定に違反したと区長が認めるとき。 

２ 区長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、速やかに気候変動適

応対策エアコン購入費補助金交付決定取消通知書（第５号様式）により通知するものとする。 

（不正手続き等に対する措置） 

第９条の２ 区は、本補助金交付決定者、手続代行者又は施工業者（以下本条において「本補助金交

付決定者等」という。）が、偽りその他不正の手段により本補助金の交付に関する手続きを行い、

又は当該手続きその他法令の規定に違反する行為を行った場合には、当該本補助金交付決定者等に

対し、次の措置を講じることができる。この場合において、本補助金交付決定者等から業務を受託

した者が不正手続き等を行ったときは、当該本補助金交付決定者等が当該業務を受託した者と共に

不正手続き等を行ったものとみなして本条を適用する。  

（１） 第７条第２項の規定による本補助金の不交付の決定、前条第１項第 1号の規定による交付

決定の取消し及び次条の規定による本補助金の返還の請求  

（２） 区長が別に指定する補助金交付事業その他実施する事務又は事業について、一定の期間、

補助対象者、手続代行者又は施工業者の対象外とすること。  

（３） 氏名又は名称及び不正内容を公表すること。 

（補助金の返還） 

第１０条 本補助金交付決定者は、区長が本補助金の交付決定を取り消した場合において、既に本補

助金が交付されているときは、区長が定める期間内に、当該補助金を返還しなければならない。 

（状況調査） 

第１１条 区長は、必要に応じて本補助金の対象となったエアコンの状況調査を行うことができる。 

（省エネ・節電活動への取組） 

第１２条 本補助金交付決定者は、環境にやさしい生活の実践により、省エネ・節電活動に努めなけ

ればならない。 

（管理義務） 

第１３条 本補助金交付決定者は、当該エアコンを常に良好な状態で管理し、環境負荷の低減に努め

なければならない。 

（調査協力） 

第１４条 本補助金交付決定者は、区が実施する省エネ・節電活動に関する調査に協力するものとす

る。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、足立区補助金等交付事務規則（昭和５０年

足立区規則第６号）による。 

付 則（２足環政発第３８３９号 令和３年３月１９日区長決定） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



   付 則（３足環政発第１５２１号 令和３年７月２１日区長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則（３足環政発第４６２７号 令和４年３月３０日区長決定） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則（４足環政発第４２９４号 令和５年３月１６日区長決定） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（５足環政発第２３５９号 令和５年８月２５日区長決定） 

 この要綱は、令和５年８月２８日から施行する。 

   付 則（５足環政発第５０３１号 令和６年３月２８日 区長決定） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則（６足環政発第５３８５号 令和７年３月３１日 区長決定） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則（７足環政収第３３０７号 令和７年１０月１７日 区長決定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付要綱に

規定する様式による用紙で、現に残存するものに、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

付 則（７足環政収第６９９３号 令和８年３月３１日 区長決定） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 第１号様式（第６条関係）         （表） 

   年   月   日   

（提 出 先） 

足立区長 

   

 

 

 

気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付申請書 

 足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金の交付を下記のとおり申請します。 

本補助申請に当たっては、足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付要綱の規定を遵守し

ます。また、補助金の認定に必要な範囲で、私の足立区における住民記録情報、税務情報、児童扶養

手当受給情報及び生活保護受給情報を調査し、利用することを承諾します。あわせて、裏面の【誓約

内容】を確認し、その内容に誓約します。 

記 

本申請の記載事項について、誤字、脱字などの軽微な訂正については、区役所職員

が行うことに同意します。→ □（同意の場合は、□に✓をしてください） 

 

１ メーカー名・ 

機種名（型番） 
（ﾒｰｶｰ名）          （型番） 

２ 購入年月日           年      月      日 

３ 東京ゼロエミ 

ポイント利用額 
                     円  

４ 購 入 金 額                      円 （税込） 

５ 補助金 

交付申請額  

６ 新規設置前のエアコ

ンの状況 

（いずれかの枠内に✓をし

てください） 

 

□ 自宅に冷房機能が使用できるエアコンが 1台もなかった 

□ 故障や経年劣化で冷房を付けても室内が涼しくならなかった 

□ 熱中症を予防するうえで必要数の設置ができていなかった 

□ その他（                           ） 

７ 申請書提出者 

（申請者と異なる場合は記入） 

氏名 ：             （会社名            ） 

連絡先： 

申請者 

住  所 

〒    － 

 

ふりがな  

申請者名  

電話番号      －     － 

(昼間の連絡先      －     －     ) 

区
処
理 

受付者 台帳入力 税務確認 住記確認 児扶手確認 重複確認 

      

円 



第１号様式（第６条関係）         （裏） 

 

 

【誓約内容】 

 

 

１ 足立区内に住民登録があり、かつ、申請の対象となる住宅での居住実態がある。 

２ 同一世帯で複数の申請をしていない。 

３ 申請年度及び過去５年以内に、足立区被保護世帯向けエアコン購入費補助金交付要綱補助金の交付決
定を受けていない。 

４ 世帯員全員収入等の申告は正確にしており、課税情報に嘘偽りはない。 

５ 賃貸住宅に設置する場合において、当該賃貸住宅の所有者、管理者等の同意を得ている。 

６ 申請の対象となる住宅は、店舗、事務所等ではない。 

７ 転売・譲渡等を目的としていない。 

８ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合などの理由により、足立区気候変動適応対
策エアコン購入費補助金交付要綱第９条の規定に基づき交付決定の全部又は一部が取り消され、同
要綱第１０条の規定により当該補助金の返還を求められた場合は、当該補助金を速やかに返還する。 



第２号様式（第７条関係） 

足  収第    号 

    年   月   日 

 

           様 

 

足立区長  

 

 

気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付決定通知書 

 

 

 

先に申請のあった足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金について、足立区気候変動

適応対策エアコン購入費補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付を決

定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 補助金交付金額   

 

￥         ― 

 

 

 

１ 補助金交付決定後の注意事項 

次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を請求する場合

があります。 

（１）虚偽の申請その他の不正な手段により、本補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）本補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。 

（３）ひとり親家庭等に属する者である場合において、その者に係る児童扶養手当について、交付

申請書の提出時以前に遡って全部支給停止又は資格喪失となったとき。 

（４）東京ゼロエミポイント利用後、遡って当該事業の対象とならなかったとき。 

（５）その他、この要綱の規定に違反したと区長が認めるとき。 

 

 

№     



 

第３号様式（第７条関係） 

足  収第    号 

    年   月   日 

 

            様 

 

足立区長     

 

 

気候変動適応対策エアコン購入費補助金不交付決定通知書 

 

 

 

先に申請のあった足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金について、足立区気候変動

適応対策エアコン購入費補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、下記の理由により不交

付を決定したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

№    



第４号様式（第７条関係） 

   年    月    日 

 

気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付請求書兼口座振替依頼書 

 

 足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付要綱に基づき、下記のとおり補助金

の交付を請求します。 

 

記 

 

本請求書兼口座振替依頼書の記載事項について、誤字、脱字などの軽微な訂正について

は、区役所職員が行うことに同意します。→ □（同意の場合は、□に✓をしてください） 

 

 

補助金請求金額 ￥    ０ ０ ０ 
                       

                        〒    - 

                   住 所                    

 

                  申請者名                    

                   

                  電話番号                   

 

（提出先） 

足 立 区 長 

 

 上記請求金額を、下記の口座へお振り込みください。 

振

込

指

定

口

座 

 

預金種別 普 通 口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

＊口座名義人は、補助金請求者と同一の方に限ります（補助金の受領について、申請者より委任 
状が提出されている場合を除く）。 

 

 

銀   行 ・ 信用組合 

信用金庫 ・ 農  協 

本 店 

支 店 

出張所 

№     



第５号様式（第９条関係） 

 足  発第    号 

    年   月   日 

 

         様 

足立区長            

 

気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付、足  収第   号で通知した足立区気候変動適応対策エアコン

購入費補助金交付決定について、足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付要綱第

９条第１項の規定に基づき、下記の理由により交付決定を取り消しましたので、通知します。 

 

 

記  

 

 

１ 理 由 

 

 

 

２ 補助金交付決定取消金額 

 

 

 ￥         ― 

 

 

 

 

 

 

№     

 


